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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の解剖学的構造物を電気的に刺激するように構成されるとともに、回転配向マーカ
ーを含む電極の配向を決定するためにコンピュータが実行する医療データの処理方法であ
って、少なくとも１つのコンピュータの少なくとも１つのプロセッサが方法のステップを
実行することを含み、これらのステップは、
ａ）少なくとも１つのプロセッサが、前記解剖学的構造物及び前記電極の二次元医療画像
を記述する回転画像データを取得するステップ（Ｓ１．１）であって、前記二次元医療画
像は、二次元医療用撮像装置を用いて、前記二次元医療用撮像装置の前記解剖学的構造物
に対する回転の間に撮像され、前記回転画像データは、さらに、複数の前記二次元医療画
像のそれぞれについて、対応する前記二次元医療画像に関連付けられた前記解剖学的構造
物に対する撮像視点を記述し、
ｂ）少なくとも１つのプロセッサが、前記回転画像データに基づいて、前記二次元医療画
像の参照系における前記電極の回転配向データを決定するステップ（Ｓ１．２）、
ｃ）少なくとも１つのプロセッサが、前記解剖学的構造物の断層医療画像の組を記述する
断層画像データを取得するステップ（Ｓ１．３）、
ｄ）少なくとも１つのプロセッサが、前記回転画像データ、前記断層画像データ、及び前
記回転配向データに少なくとも部分的に基づいて、前記断層画像データの参照系における
前記電極の回転配向を記述する電極配向データを決定するステップ（Ｓ１．４）、を含む
ことを特徴とする方法。
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【請求項２】
　少なくとも１つのプロセッサが、前記二次元医療画像の参照系における前記電極の既定
の回転配向を記述する既定の配向データを取得するステップ、
　前記回転配向データ及び前記既定の配向データに基づいて、前記二次元医療画像の参照
系における前記既定の回転配向に関して既定の条件を満たす前記電極の回転配向に関連付
けられた、前記二次元医療画像を記述する最適配向データを決定するステップ、を含み、
該最適配向データによって記述される前記二次元医療画像は最適二次元医療画像と呼ばれ
、さらに、
　少なくとも１つのプロセッサが、前記断層画像データに基づいて、一連の前記二次元医
療画像に関連付けられた全ての撮像視点のそれぞれからの前記断層画像データから生成さ
れる複数の投影断層医療画像を記述する投影画像データを決定し、該投影画像データから
、前記最適二次元医療画像に関連付けられた撮像視点からの前記断層画像データから生成
される投影断層医療画像を記述する投影画像データを決定するステップ、
　少なくとも１つのプロセッサが、前記最適二次元医療画像に関連付けられた撮像視点か
らの前記断層画像データから生成される投影断層医療画像を記述する投影画像データ及び
前記回転画像データに基づいて、前記投影断層医療画像の参照系における前記電極の回転
配向を記述する投影配向データを決定するステップ、を含み、
　少なくとも１つのプロセッサは、前記投影配向データ及び前記投影画像データに基づい
て、前記電極配向データを決定する、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記投影配向データは、前記最適二次元医療画像に最良に一致する前記投影断層医療画
像に基づいて決定され、前記一致は、
－前記最適二次元医療画像と前記投影断層医療画像との間のグレイスケール値を比較する
ステップ、
－前記最適二次元医療画像を前記複数の投影断層医療画像のそれぞれに位置合わせする融
合アルゴリズムを適用し、前記投影配向データを決定するために、前記複数の投影断層医
療画像から、最良の融合結果に関連付けられた前記投影断層医療画像のみを選択するステ
ップ、のうちの少なくとも１つによって決定される、ことを特徴とする請求項２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記回転配向データを決定するステップは、
　少なくとも１つのプロセッサが、前記回転画像データに基づいて、前記回転配向マーカ
ーの画像の外見を、
－前記二次元医療画像中の前記電極の画像の外見をセグメント化するステップ、
－前記二次元医療画像の構成要素のエッジ検出をするステップ、
－前記二次元医療画像の中の前記電極の画像の外見を、以前に取得された、前記電極の構
造データを記述する既定の電極テンプレートデータと比較するステップ、のうちの少なく
とも１つによって決定するステップを含む、ことを特徴とする請求項１から３のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項５】
　それぞれの前記二次元医療画像は、異なる撮像視点に関連付けられることを特徴とする
請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記投影画像データを決定するステップは、前記回転画像データが定義される参照系と
前記断層画像データが定義される参照系との間の変換を決定するステップを含み、前記電
極配向データを決定するステップは、前記回転配向データによって記述される回転配向に
前記変換を適用するステップを含む、ことを特徴とする請求項２または請求項２に従属す
る請求項３から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記回転画像データ及び前記断層画像データは、Ｘ線に基づく撮像モダリティを適用す
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ることによって生成されたことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項８】
　前記回転画像データは、Ｘ線に基づく撮像モダリティを適用することによって生成され
、前記断層画像データは、Ｘ線の適用を含まない撮像モダリティを適用することによって
生成されたことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１つのプロセッサが、Ｘ線の適用を含まない撮像モダリティ及びＸ線に基づ
く断層撮像モダリティにおける前記解剖学的構造物のモデル及び前記解剖学的構造物の画
像の外見に関する情報を記述する地図データを取得するステップと、
　少なくとも１つのプロセッサが、前記断層画像データ及び前記地図データに基づいて、
Ｘ線に基づく断層撮像モダリティにおける前記解剖学的構造物の画像の外見を記述する変
換後外見データを決定するステップと、を含み、
　前記電極配向データが、さらに前記変換後外見データに基づいて決定され、そして、本
請求項に係る方法が請求項２の特徴を含む場合、前記投影画像データが、さらに前記変換
後外見データに基づいて決定される、ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記変換後外見データを決定するステップは、前記地図データを前記断層画像データに
照合するステップを含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記投影断層医療画像は、デジタル処理により再構築された放射線画像であることを特
徴とする請求項２または請求項２に従属する請求項３から１０のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１２】
　前記電極は、互いに空間的に離れた少なくとも２つの指向性コンタクトを含み、該少な
くとも２つの指向性コンタクトの間の少なくとも２つのスペースのそれぞれの少なくとも
一部の、前記二次元医療画像における画像の外見は、前記回転配向データによって記述さ
れる前記回転配向を検証するために使用されることを特徴とする請求項１から１１のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　少なくとも１つのコンピュータの少なくとも１つのプロセッサで実行されたとき、また
は、少なくとも１つのコンピュータの少なくとも１つのメモリーにロードされたとき、請
求項１から１２のいずれか１項に記載された方法を前記少なくとも１つのコンピュータに
実行させるコンピュータ用のプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のプログラムが保存された非一時的かつコンピュータ可読なプログラ
ムストレージ媒体。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのプロセッサとメモリーとを含む前記少なくとも１つのコンピュー
タであって、請求項１３に記載のプログラムが前記少なくとも１つのプロセッサで実行さ
れているか、もしくは前記メモリーにロードされている、または、請求項１４に記載のプ
ログラムストレージ媒体を含んでいる、ことを特徴とするコンピュータ。
【請求項１６】
　患者の解剖学的構造物を電気的に刺激するように構成されるとともに、回転配向マーカ
ーを含む電極の配向を決定するための医療システムであって、
ａ）請求項１５に記載の少なくとも１つのコンピュータと、
ｂ）少なくとも回転画像データまたは断層画像データのうちの１つを保存する少なくとも
１つの電子的データストレージ装置と、を含み、
　前記少なくとも１つのコンピュータは、少なくとも前記回転画像データまたは前記断層
画像データのうちの１つを、少なくとも１つの前記電子的データストレージ装置から取得
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するために、少なくとも１つの前記電子的データストレージ装置に動作可能に結合される
、ことを特徴とする医療システム。
【請求項１７】
　前記二次元医療用撮像装置をさらに含み、該二次元医療用撮像装置は、前記少なくとも
１つのコンピュータと動作可能に結合され、前記少なくとも１つのコンピュータは、前記
二次元医療用撮像装置から、前記回転画像データに対応する少なくとも１つの電気信号を
受信可能であることを特徴とする請求項１６に記載の医療システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電極の配向を決定するためにコンピュータが実行する医学的方法に関連する
。この電極は、例えば、患者の解剖学的構造物を電気的に（例えば、電磁的に）刺激する
ように構成され、回転配向マーカーを含む。本発明は、この方法に対応するプログラムを
実行するように構成されたコンピュータ、並びに、このようなコンピュータを含む、電極
の配向を決定するための医療システムにも関連する。
【背景技術】
【０００２】
　指向性の脳深部刺激療法（Ｄｅｅｐ　Ｂｒａｉｎ　Ｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎ：ＤＢＳ）
用リード（電極とも呼ばれる）によって、リード（すなわち、電極）の特定の角度に向け
て刺激を集中できるようになった。刺激の計画または刺激の効果の評価のために、患者の
解剖学的構造に対するリードの配向を知る必要である。このリードは、術後画像によって
検出及び評価されるように設計された回転非対称のマーカーを備えている。残念ながら、
ＭＲＩは、リード中の金属のために適格ではなく、ＣＴは、マーカーを十分な精度で見分
けるためには不鮮明すぎる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　全てのこれまでの方法では、電極の、その長手軸回りの回転角度方向（配向）を定める
回転角度の、自動化され、トレーサブルであり、かつ正確な測定はできなかった。
【０００４】
　本発明は、三次元医療画像の参照系における電極の配向を決定するための信頼できる方
法を提供するように構成される。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以下に、本発明の態様、例及び例示的なステップ、並びにそれらの実施形態が開示され
る。本発明の様々な例示的な特徴は、技術的に有利かつ実行可能である限り、本発明に従
って組み合わせることができる。
【０００６】
（本発明の例の簡単な説明）
　次に、本発明の特定の特徴を簡単に説明する。この説明は、本発明を、この節において
説明される１つの特徴または複数の特徴の組み合わせのみに限定するものではない。
【０００７】
　開示される方法では、回転型Ｘ線装置（例えば、回転型血管造影から、コーンビームＣ
Ｔ、Ｃアーム形Ｘ線装置）が使用される。リード（電極）及びそのマーカーは、検出器が
頭部の回りを回転する間に撮影された一連のＸ線画像において、画像上で様々な角度から
明確に視認可能である。これらの画像によって、画像平面及び／または画像の参照系に対
するマーカーの角度を決定することができる。この知識を三次元患者系に移行するために
、二次元Ｘ線画像は、自動アルゴリズムを用いて解剖学的三次元画像体積と位置合わせ（
レジストレーション）される。デジタル処理により再構築された三次元画像データの放射
線画像を二次元Ｘ線画像に合成（ブレンド）することによって、ユーザは、直ちに二次元
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画像と三次元画像の一致を検証し、また、算出された配向角度の正確性を評価することが
できる。また、三次元画像体積の参照系におけるリードの回転配向を、決定することがで
きる。
【０００８】
（本発明の一般的な説明）
　この節では、例えば、本発明の可能な実施形態を参照することによって、本発明の一般
的な特徴を説明する。
【０００９】
　一般に、本発明は、第１の態様においては、電極の配向を決定するためにコンピュータ
が実行する医学的方法を提供することにより、上述した目的を達成するものである。この
電極は、例えば、患者の解剖学的構造物を電気的に（例えば、電磁的に）刺激するように
構成される。また、この電極は、回転配向マーカーを含む。
【００１０】
　電極は、脳深部刺激療法用の指向性電極（ＤＢＳ電極）であってもよい。この電極は、
様々に異なるコンタクトを含んでおり、これらのコンタクトは、電極の長手軸方向に沿っ
た離散的な区画内に配置されている。また、これらのコンタクトは、電極の周囲の全体に
わたっては延びておらず、電極の長手軸回りの角度セクタ（リング区画）に沿ってのみ延
びている小区画の形をとるものであってもよい。電極は、一般に、長尺かつ基本的に円筒
形の形状を有する。一例において、電極は、患者の身体の内部を指す先端部と、患者の身
体の外部を指す基端部を有する。電極は、長尺であるため、（例えば、電極の基端部から
先端部まで）延びる長手軸を有するように定められる。電極は、一般に、指向性ＤＢＳ電
極であり、この電極によって、それぞれのコンタクトの方向にある三次元の角度セクタの
みを選択的に刺激することが可能となる。刺激すべき標的領域であるかまたは標的領域を
含む解剖学的構造物の所望の刺激を達成するために、解剖学的構造物（標的領域）が、電
極の少なくとも１つの指向性コンタクトの指向特性（放射特性）によってカバーされるセ
クタ内に存在するように、解剖学的構造物（標的領域）の位置に対する指向性電極の回転
配向を決定する必要がある。
【００１１】
　第１の態様に従う方法は、以下に説明するさらなる情報に基づいて、例えば解剖学的構
造物と電極の両方が描かれる三次元画像データの参照系における解剖学的構造物に対する
電極の回転配向を決定するために、例えば電極が二次元医療画像中に描かれる平面に対し
て、電極の回転配向を決定することに関する。回転配向は、二次元画像内の電極（例えば
、配向マーカー）の、電極の長手軸の延長によって定められる回転軸回りの回転位相とし
て、例えば、二次元画像の画像平面内に描かれた電極を通る平面部の、電極の外周上の配
向マーカーの周方向の位置に対する回転位相として、定義することができる。言い換えれ
ば、回転配向は、例えば電極の外周上の配向マーカーの位置に対する、電極の周方向に沿
った回転角度として定義される。さらに言い換えれば、回転配向は、１つは配向マーカー
（例えば、その第１部分）の少なくとも１つの既定の位置（例えば、既知の位置または固
定された位置の少なくとも一方）またはその位置と交差する電極の半径、そして電極の長
手軸が存在する平面と、もう１つは二次元医療画像の画像平面と、の間の角度（例えば、
球座標系のような三次元参照系で定義できる空間角）によって定義される。これらの２つ
の平面の配向は互いに略平行であり、及び／または、両方の配向は１つの共通の平面内に
存在する。
【００１２】
　２つの配向の間のこの空間的関係からの小さな三次元の偏差は、第１の態様に従う方法
の効果を達成するために、無視することができる。配向マーカーの既定の位置と電極の残
りの部分との間の空間的関係は、例えば、電極の幾何学的特徴を記述する（例えば、定義
するまたは表す）構造データを含む電極テンプレートデータから、予め定められている（
例えば、既知であるまたは固定されている、のうちの少なくとも一方）。回転配向が定義
される参照系と、電極の残りの部分または二次元画像中の画像位置の少なくとも一方が定



(6) JP 6675495 B2 2020.4.1

10

20

30

40

50

義される座標系との間の座標変換は、予め定められている（例えば、既知であるまたは固
定されている、のうちの少なくとも一方）。本開示の意味の範囲において、参照系という
用語は、座標系という用語を含み、一般には同義である。したがって、（二次元医療画像
の画像コンテンツを定める位置が定義される）二次元医療画像の参照系における電極の回
転配向は、二次元医療画像を解析することから決定することができる。
【００１３】
　特に、このような電極の人間または動物の身体内への配置は、開示される方法の一部で
はない。さらに、開示される方法の実行は、開示される方法が実行されている間に電極が
配置されることを要しない。言い換えれば、第１の態様に従う開示される方法は、データ
処理装置（例えば、コンピュータ）を動作させる方法または制御する方法の少なくとも一
方であり、例えば、データ処理装置で対応するプログラムを実行し、それによってデータ
処理装置に第１の態様に従う方法のステップを実行させることである。
【００１４】
　第１の態様に従う方法は、例えば、データ処理方法である。第１の態様に従う方法は、
少なくとも１つのコンピュータ（例えば、少なくとも１つのコンピュータは、脳深部刺激
の較正または調整システムの一部である）の少なくとも１つのプロセッサで、少なくとも
１つのプロセッサが実行する以下の例示的なステップを実行することを含む。
【００１５】
　１つの（例えば、第１の）例示的なステップにおいて、解剖学的構造物及び電極の（す
なわち、解剖学的構造部及び電極を描画するまたは表示する）二次元医療画像を記述する
（例えば、定義するまたは表す、の少なくとも一方）回転画像データが取得される。特に
、二次元画像（例えば、複数の二次元画像のそれぞれ）は、解剖学的構造物と電極の両方
を描画する。一般に、解剖学的構造物は、電気的（電磁的）に刺激され得る少なくとも１
つの神経線維（例えば、解剖学的構造物は、例えば脳の少なくとも一部を含む）、または
電気的刺激により筋収縮または筋伸長を生じさせ得る筋組織、を含む任意の解剖学的身体
部位であってもよい。
【００１６】
　二次元医療画像は、回転型血管造影またはコーンビーム形コンピュータＸ線トモグラフ
ィー（コーンビームＣＴ）によって、Ｃ形アーム（Ｃ形アームＸ線、Ｃ形アーム放射線撮
像とも呼ばれる）のような二次元医療用撮像装置または方法を用いて撮像されたか、また
は撮像されている。例えば、二次元画像は、医療用撮像装置の解剖学的構造物に対する回
転の間に撮像されたか、または撮像されている。すなわち、それぞれの二次元画像は、医
療用撮像装置の解剖学的構造物及び電極の位置に対する異なる回転位置で、例えば、医療
用撮像装置の一連の位置が、一連で撮像された二次元画像と、それらが生成された順序で
関連するように撮像された。例えば、それぞれの二次元画像は、（例えば、解剖学的構造
物の位置に対する）異なる撮像視点に関連付けられている。
【００１７】
　回転画像データは、さらに、複数の二次元医療画像のそれぞれについて、対応する二次
元医療画像に関連付けられた解剖学的構造物に対する撮像視点を記述する。撮像視点は、
好ましくは、医療用撮像装置の位置によって定義される。この位置は、医療用撮像装置が
、対応する二次元画像が生成されたときに解剖学的構造物及び例えば電極に対して有して
いた位置である。回転画像データを生成する（すなわち、関連する撮像手順を実行する）
ステップは、一般には、請求される方法の一部ではなく、一例において、第１の態様に従
う方法が実行される前に実行される。次いで、回転画像データは、後の時点において、本
方法により取得される（読み取られる）。但し、本方法の別の例において、回転画像デー
タの生成は、第１の態様に従う方法の一部であってもよい。
【００１８】
　さらなる（例えば、第２の）例示的なステップにおいて、（回転画像データの画像コン
テツを定める位置が定義される）二次元医療画像の参照系における電極の回転配向を記述
する（例えば、定義する、または表す）回転配向データが決定される。二次元医療画像の
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参照系は、例えば、回転画像データを生成するために使用される参照系であり、二次元医
療用撮像装置（例えば、Ｃアーム型Ｘ線装置）によって予め定められるものであってもよ
い。回転配向データは、例えば回転画像データに基づいて、例えば対応する二次元画像中
の電極の描画像から、決定される。このため、複数の二次元医療画像の少なくとも１つが
、二次元画像における配向マーカーの画像の外見に関して解析される。一例において、こ
のようにして全ての二次元医療画像が解析される。
【００１９】
　この解析は、例えば次のステップのうちの少なくとも１つにより、例えば、回転画像デ
ータに基づいて配向マーカーの画像の外見を決定することによって、実行することができ
る。
－複数の二次元医療画像の少なくとも１つまたはそれぞれにおいて、電極の画像の外見を
セグメント化する。
－複数の二次元医療画像の少なくとも１つまたはそれぞれの構成要素について、エッジ検
出する。
－複数の二次元医療画像の少なくとも１つまたはそれぞれにおいて、電極の画像の外見を
、電極の構造データを記述する（以前に取得されかつ既定の）電極テンプレートデータと
比較する。電極の構造データは、例えば、電極の幾何学的特性及び指向性コンタクトと配
向マーカーとの間の空間的関係（位置及び配向の少なくとも１つ）の少なくとも１つであ
る。
【００２０】
　次いで、電極の回転配向が、二次元医療画像の参照系における、対応する二次元画像に
関連する撮像視点についての知識、及び、例えば以前に取得された電極テンプレートデー
タから決定される。この際、必要な場合、電極の各部分の位置または配向、あるいは電極
テンプレートデータによって記述される空間的関係の二次元画像の参照系への再計算が考
慮される。
【００２１】
　別の例において、例えば第２の例示的なステップは、二次元医療画像の参照系における
電極の既定の回転配向を記述する（例えば、定義するまたは表す）既定の配向データを取
得するステップを含む。配向マーカーの電極に対する位置及び配向は、例えば、予め定め
られており（既知であるまたは固定されている、の少なくとも一方）、電極テンプレート
データに含まれるか、または電極テンプレートデータから導出可能である。この目的のた
め、電極テンプレートデータは、第１の態様に従う方法によって取得されるものであって
もよい。既定の配向は、例えば、配向マーカーが二次元画像中で既定の（例えば、既知の
または固定された、の少なくとも一方）外見を有する配向であってもよい。例えば、配向
マーカーは、第１部分を有し、この第１部分は、電極の長手軸に沿った既定の（例えば、
既知のまたは固定された、の少なくとも一方）長さ（さらに特定の例では、全長よりも短
い長さ）だけ、外周を残しつつ、外周の１８０°より小さい範囲に沿って外周面を覆う。
一例において、配向マーカーは、長手軸に沿って遠い位置に、電極表面を少なくとも外周
の残りの部分にわたって覆うさらなる第２部分を有している。
【００２２】
　電極の配向は、一般に、少なくとも１つの二次元医療画像から配向マーカーの外見を抽
出し、それを配向マーカーの既定の（例えば、既知のまたは固定された、の少なくとも一
方）の外見と比較することによって決定される。例えば、第１部分は、特定の画像平面（
例えば、電極の長手軸が交差し、かつ配向マーカーの鏡映対称面を表す面）に二次元的に
画像化された場合、既定の厚みを有する。この第１部分の画像の外見の厚みによって、配
向マーカーと電極の既定の配向を定めることができる。次いで、本方法は、回転配向デー
タ及び既定の配向データに基づいて、最適配向データを決定する。
【００２３】
　最適配向データは、（二次元医療画像の画像平面における）電極の、既定の配向に対し
て既定の条件を満たす回転配向に関連付けられた二次元医療画像を記述する（例えば、定
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義するまたは表す）。本開示では、この二次元医療画像は、最適二次元医療画像とも呼ば
れる。これは、特に、この二次元医療画像が、既定の配向と比較されたときに、配向マー
カーの最適回転配向と呼ばれる配向に関連付けられるからである。最適二次元画像は、例
えば、配向マーカーの画像の外見が既定の画像の外見に対して既定の条件を満たすか否か
を決定するために、少なくとも１つの二次元医療画像（例えば、それぞれの二次元医療画
像）中の配向マーカーの画像の外見を、配向マーカーの既定の画像の外見と比較すること
によって決定される。既定の条件は、例えば、少なくとも１つの二次元医療画像中の厚み
が、その既定の厚みに等しい既定の（例えば、既知のまたは固定された、の少なくとも一
方）制限の範囲内にあるか否かである。
【００２４】
　少なくとも１つの二次元医療画像中の配向マーカーの画像の外見が、既定の条件を満た
す場合、関連する二次元医療画像は、最適二次元医療画像として決定される。１より多く
の二次元医療画像がこのやり方で解析され、そして、別の１つの二次元医療画像に対して
既定の条件をより良好に満たすと決定された場合、その別の二次元医療画像が最適二次元
医療画像であると決定される。
【００２５】
　一つの（例えば、第３の）例示的なステップにおいて、解剖学的構造物の断層医療画像
の組を記述する（例えば、定義するまたは表す）断層画像データが取得される。断層画像
データの画像コンテンツを定める位置は、三次元（すなわち、三次元の参照系）において
定義される。断層画像データは、例えば、第１の態様に従う方法の実行が開始する前に生
成される。断層画像データは、例えば、想定される医療手順を計画するために使用される
計画画像データセットの形で存在するものであってもよい。断層画像データによって、解
剖学的構造物の、最適二次元医療画像に関連付けられた視点を含む様々な視点からの薄切
り画像の生成が可能となる。断層画像データは、コンピュータＸ線トモグラフィー、医療
用共鳴画像法、陽電子放出トモグラフィー、ＭＲ拡散テンソル画像法、または、回転画像
データからの三次元画像体積の再構築のうちの少なくとも１つによって生成されるもので
あってもよい。
【００２６】
　１つの（例えば、第４の）例示的なステップにおいて、医療用断層画像データの参照系
において電極の回転配向を記述する電極配向データが決定される。電極配向データは、回
転画像データ、断層画像データ、及び回転配向データに基づいて決定される。例えば、（
回転画像データの画像コンテンツを定める位置が定義される）最適二次元医療画像の参照
系における回転配向が、（断層画像データの画像コンテンツを定める位置が定義される）
断層画像データの参照系に変換される。このような変換は、予め定められており（例えば
、既知であるまたは固定されている、の少なくとも一方）、２つの参照系の間の既定の（
既知のまたは固定された、の少なくとも一方）空間的関係に基づいている。この変換は、
例えば線形変換であり、例えば、２つの参照系の間の基底の変換であってもよい。
【００２７】
　本方法は、一例において、断層画像データの参照系における電極の位置及び配向を決定
し、解剖学的構造物が、電極の既定のコンタクトの指向特性によって（すなわち、例えば
既定の電界強度、並びに、指向性コンタクトの位置及び解剖学的構造物の位置のうちの少
なくとも一方に対する既定の空間的関係を有する、解剖学的構造物を刺激するための電界
によって）カバーされるか否かを決定するステップを含む。この目的のため、本方法によ
り、電極の既定の（例えば、既知のまたは固定された、の少なくとも一方）幾何学的特徴
（特に、配向マーカーと所望の指向性コンタクトとの間の空間的関係）を記述する構造デ
ータを含む電極テンプレートデータが取得され、指向性コンタクトと解剖学的構造物の位
置との間の空間的関係を決定するための基礎として役立てられるものであってもよい。解
剖学的構造物の位置は、解剖学的構造物の幾何学的または物理的な重心によって定義され
るものであってもよい。次いで、本方法は、電界によってカバーされる解剖学的構造物の
全体積のパーセンテージと、このパーセンテージが解剖学的構造物の電気刺激を実行する
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ための所望の範囲内にあるか否かを決定するものであってもよい。
【００２８】
　第１の態様に従う方法は、例えば、投影画像データを決定するステップを含む。投影画
像データは、断層画像データに基づいて（例えば、断層画像データから）決定され、最適
二次元医療画像に関連付けられた（例えば、解剖学的構造物、特に解剖学的構造物の位置
、に対する）撮像視点からの断層画像データから生成される（例えば、合成される）投影
断層医療画像を記述する（例えば、定義するまたは表す）。言い換えれば、投影断層医療
画像は、少なくとも既定の限界（例えば、精度限界）内で最適二次元医療画像と同じ（す
なわち、少なくとも既定の程度同様の）外見で、解剖学的構造物を記述する（例えば、表
示するまたは描画する）。投影医療画像は、デジタル処理による再構築された放射線画像
であってもよい。投影画像データは、例えば、（回転画像データの画像コンテンツを定め
る位置が定義される）回転画像データの参照系と（断層画像データの画像コンテンツを定
める位置が定置される）断層画像データの参照系との間の変換（例えば位置変換）を決定
することによって、決定される。次いで、電極配向データが、回転配向データによって記
述される回転配向に変換を適用することによって、決定される。このような変換は、予め
定められており（例えば、既知であるまたは固定されている、の少なくとも一方）、２つ
の参照系の間の既定の（既知のまたは固定された、の少なくとも一方）空間的関係に基づ
いている。この変換は、例えば、線形変換であり、行列の積によって実現されるものであ
ってもよく、さらに、例えば、２つの参照系の間の基底の変換であってもよい。
【００２９】
　次いで、本方法は、投影配向データを決定するステップ含むものであってもよい。投影
配向データは、投影医療画像の参照系における電極の回転配向を記述する（例えば、定義
するまたは表す）。投影配向データは、投影画像データ、回転画像データ、及び回転配向
データに基づいて、例えば、（回転画像データの画像コンテンツを定める位置が定義され
る）二次元医療画像の参照系から以前に決定された電極の回転配向データを、（投影断層
医療画像の画像コンテンツを定める位置が定義される）断層医療画像の参照系へ変換する
ことによって、決定される。このような変換は、予め定められており（例えば、少なくと
も既知であるまたは固定されている、の少なくとも一方）、２つの参照系の間の既定の（
少なくとも既知のまたは固定された、の少なくとも一方）空間的関係に基づいている。こ
の変換は、例えば、線形変換であり、行列の積によって実現されるものであってもよく、
さらに、例えば、２つの参照系の間の基底の変換であってもよい。投影断層画像に関連付
けられた撮像視点は既知であるため、投影断層画像における電極の回転配向を、断層医療
画像の組の全てにおける電極の回転配向に変換することが可能であり、それによって、例
えば電極の幾何学的特徴に関する既知の情報と合わせて、断層画像データの参照系におけ
る電極の配向を（及び、例えば位置も）決定することができる。したがって、第１の態様
に従う方法は、例えば、投影配向データ及び投影画像データに基づいて電極配向データを
決定する。
【００３０】
　一例において、投影画像データは、一連の二次元医療画像が関連付けられる全ての撮像
視点に対して決定される。投影画像データは、それぞれの撮像視点に対する投影断層医療
画像を記述する。投影配向データは、最適二次元画像に最も良く一致する投影断層医療画
像に基づいて決定される。この一致は、例えば次のステップの少なくとも１つによって決
定される。
【００３１】
－最適二次元医療画像と投影断層医療画像との間の色値（例えば、グレイ値）を比較する
。次いで、例えば、２つの画像の間の色値の相関が確立されるものであってもよい。その
際、隣接する画像要素（例えば、ピクセルまたはボクセル）の空間的関係及び隣接する画
像要素の関連する色値が考慮されるものであってもよい。
－融合アルゴリズム（画像融合アルゴリズム、例えば剛体融合アルゴリズムまたは弾性融
合アルゴリズム）を適用し、最適二次元医療画像をそれぞれの投影断層医療画像に位置合
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わせし、投影配向データを決定するために、複数の投影断層医療画像から最良の融合結果
に関連する投影断層医療画像のみを選択する。最良の融合結果は、融合アルゴリズムによ
って計算される距離によって定義されるものであってもよい。この距離は、データセット
同士の（例えば、画像コンテンツのような幾何学的特徴の間の）最良の対応を（１つには
、１つの画像の画像ンテンツの構成要素の相互の空間的関係の間の対応、他方では、１つ
の画像の画像コンテツの構成要素の別の画像の画像コンテツの構成要素に対する空間的関
係の間の対応を、比較することによって）、示すものである。
【００３２】
　第１の態様に従う方法の一例において、回転画像データと断層画像データは、Ｘ線に基
づく撮像モダリティを適用することによって生成された。例えば、回転画像データは回転
型の従来のＸ線撮像装置、例えば回転型放射線撮像装置、を適用することによって生成さ
れ、断層画像データは、コンピュータＸ線トモグラフィー装置を適用することによって生
成された。特に、回転画像データの画像コンテンツを定める色値（例えば、グレイ値）と
断層画像データの画像コンテンツを定める色値（例えば、グレイ値）との間の対応は、予
め定められており（例えば、既知であるかまたは固定されている、の少なくとも一方）、
第１の態様に従う方法への入力として使用されるものであってもよい。このような対応は
、一般的には、特定の物質（例えば解剖学的構造物を構成する生物学的組織）に対するＸ
線吸収の物理から、既知である。
【００３３】
　第１の態様に従う方法の別の例において、回転画像データは、Ｘ線に基づく撮像モダリ
ティの適用により生成され、断層画像データは、Ｘ線を含まない撮像モダリティの適用に
より生成された。例えば、回転画像データは、（上述した例と同様の）回転型の従来のＸ
線撮像装置を適用することによって生成され、断層画像データは、磁気共鳴型撮像装置、
または陽電子放出型撮像装置（ＰＥＴ）、または超音波診断装置（ソノグラフィー）、ま
たは磁気共鳴拡散テンソル型撮像装置（ＭＲ－ＤＴＩ）の適用によって生成された。断層
画像データの画像コンテンツを定める色値（例えば、グレイ値）と比較可能な回転画像デ
ータの画像コンテンツを定める色値（例えば、グレイ値）を比較可能とするために、一例
において、回転画像データと断層画像データにそれぞれ関連付けられた２つの異なる色値
スケールの間の写像が、本方法に入力されるものであってもよい。このような写像は、解
剖学的構造物のマルチモーダル地図を記述する地図データに含まれるものであってもよい
。
【００３４】
　したがって、本方法は、この例では、次のステップを含む。
－解剖学的構造物のモデル（例えば、画像に基づくモデル）と、Ｘ線の適用を含まない撮
像モダリティ及びＸ線に基づく断層画像モダリティにおける解剖学的構造物の（例えば、
両方のモダリティにおける解剖学的構造物の画像の構成要素を定める色値（例えば、グレ
イ値）によって定義される）画像の外見に関する情報を記述する地図データを取得する。
ここで、Ｘ線に基づく撮像モダリティは、例えばＸ線トモグラフィー装置である。
－断層画像データ及び地図データに基づいて、Ｘ線に基づく断層撮像モダリティにおける
解剖学的構造物の（例えば、Ｘ線に基づく断層撮像モダリティにおける画像の構成要素を
定める色値（例えば、グレイ値）によって定義される）画像の外見を記述する変換後外見
データを決定する。
　次いで、電極配向データが、さらに変換後外見データに基づいて決定されるものであっ
てもよく、例えば、次いで、投影画像データが、さらに変換後外見データに基づいて（例
えば、変換後外見データから）決定されるものであってもよい。
【００３５】
　地図データは、解剖学的構造物のマルチモーダル地図を記述するものであってもよい。
マルチモーダル地図には、様々な撮像モダリティのそれぞれを用いて生成された解剖学的
身体部位のモデルと、モデルの解剖学的に対応する部分同士の変換規則が保存されている
。これによって、断層画像データを、その生成に使用されたものとは異なる撮像モダリテ



(11) JP 6675495 B2 2020.4.1

10

20

30

40

50

ィへ変換する、例えば、医療画像データを異なる撮像モダリティの医療画像データと比較
可能なものにする、ことが可能となる。変換規則は、それぞれの撮像モダリティにおける
解剖学的身体部位の構成要素の外見（例えば、マルチカラー値またはグレイスケール値の
ような色値）を記述する、それぞれのモデルに対して保存された組織クラス情報に基づく
ものであってもよい。
【００３６】
　さらに、地図データは、複数の患者の解剖学的構造物の医療画像から生成されたもので
あってもよい。あるいは、地図データは、回転画像データ及び断層画像データが生成され
た特定の患者のみの解剖学的構造物の少なくとも１つの医療画像から生成され、すなわち
、モデルは、この患者特有の地図の一部であってもよい。
【００３７】
　地図データは、例えば、（地図データに含まれる位置情報を定義するために使用された
参照系を表す）三次元座標系で定義された位置情報を含んでいる。例えば、地図データは
、解剖学的構造物の断層画像から生成されたものである。
【００３８】
　変換後外見データは、例えば、（断層画像データの画像コンテンツを定める位置が定義
される）断層画像データの参照系と（地図データの画像コンテンツを定める位置が定義さ
れる）地図データの参照系との間の変換（例えば、位置変換）を決定するか、または、例
えば、断層画像データと地図データとの間の色値の照合（例えば、グレイ値の照合）を実
行することにより、地図データを断層画像データに照合することによって決定されるもの
であってもよい。位置変換は、予め定められている（例えば、既知であるまたは固定され
ている、の少なくとも一方）ものであってもよく、あるいは、断層画像データ及び地図デ
ータに融合アルゴリズム（例えば、剛体融合アルゴリズムまたは弾性融合アルゴリズム）
を適用することによって、第１の態様に従う方法の一部として確立されるものであっても
よい。
【００３９】
　第１の態様に従う方法の一例において、電極は、互いに空間的に離れた少なくとも２つ
の指向性コンタクトを含む。この際、回転配向データによって記述される回転配向を検証
するために、二次元医療画像中の少なくとも２つの指向性コンタクトの間の少なくも２つ
のスペースのそれぞれの少なくとも一部の画像の外見が、使用される。
【００４０】
　第２の態様において、本発明は、少なくとも１つのコンピュータ（例えば、１つのコン
ピュータ）の少なくとも１つのプロセッサ（例えば、１つのプロセッサ）で実行されたと
き、または、少なくとも１つのコンピュータ（例えば、１つのコンピュータ）の少なくと
も１つのメモリー（例えば、１つのメモリー）にロードされたとき、第１の態様に従う上
述した方法を少なくとも１つのコンピュータに実行させる、コンピュータプログラムに関
する。
【００４１】
　第３の態様において、本発明は、第２の態様に従うプログラムが保存された非一時的か
つコンピュータ可読なプログラムストレージ媒体に関する。
【００４２】
　第４の態様において、本発明は、少なくとも１つのプロセッサ（例えば、１つのプロセ
ッサ）及び少なくとも１つのメモリー（例えば、１つのメモリー）を含む、少なくとも１
つのコンピュータ（例えば、１つのコンピュータ）に関し、第２の態様に従うプログラム
は、このプロセッサ上で実行されるかまたはこのメモリーにロードされ、または、この少
なくとも１つのコンピュータは、第３の態様に従うプログラムストレージ媒体に保存され
たプログラムを実行するために、第３の態様に従うプログラムストレージ媒体に動作可能
に結合されている。
【００４３】
　第５の態様において、本発明は、第２の態様従うプログラムを表す情報を担う（物理的
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な、例えば電気的な、例えば工学的に生成された）信号波、例えばデジタル信号波、に関
する。
【００４４】
　第６の態様において、本発明は、電極の配向を決定するための医療システムに関する。
電極は、患者の解剖学的構造物を電気的に刺激するように構成され、回転配向マーカーを
含んでいる。このシステムは、次のものを含む。
ａ）上記第４の態様に従う少なくとも１つのコンピュータ。
ｂ）回転画像データ、または断層画像データ、または、適用可能な限り、地図データのう
ちの少なくとも１つを保存する少なくとも１つの電子的データストレージ装置。
　この際、少なくとも１つのコンピュータは、回転画像データ、または断層画像データ、
または、適用可能な限り、地図データのうちの少なくとも１つを、少なくとも１つのデー
タストレージ装置から取得するために、少なくとも１つの電子的データストレージ装置に
動作可能に結合される。
【００４５】
　一例において、第６の態様に従うシステムは、さらに、二次元医療用撮像装置を含む。
二次元医療用撮像装置は、少なくとも１つのコンピュータと動作可能に結合され、この少
なくとも１つのコンピュータは、二次元医療用撮像装置から、回転画像データに対応する
少なくとも１つの電気信号を受信可能である。
【００４６】
　一般に、本発明には、侵襲的手順は含まれない。この侵襲的手順は、身体に対する実質
的な物理的干渉を意味し、医療の専門家によって実施されることを要するともともに、必
要とされる専門的配慮と技能をもって実施された場合でも、健康に対する実質的な危険性
を伴うものである。例えば、本発明は、人体または動物の身体に対するいかなる治療のス
テップも含まないように、解剖学的身体部位及び／または患者の身体に電離放射線を照射
するステップを含んでいない。例えば、本発明は、治療または手術のステップを含まない
。特に、本発明は、いかなる治療上の活動または外科的活動も含まない。代わりに、本発
明は、データの読み取り及び処理、または、コンピュータに第１の態様に従うデータ処理
方法を実施するプログラムを実行させるコンピュータの動作及び制御に関する。この理由
１つをとってみても、本発明を実行することは、外科的活動または治療上の活動、特に、
外科的ステップまたは治療上のステップを要するものではなく、または意味するものでは
ない。
【００４７】
　新たな実施形態を構成するために、本発明の１つまたは複数の実施形態または態様の１
つまたは複数の特徴を組み合わせることは、これが技術的に有利及び／または実行可能で
ある場合はいつでも、本発明の範囲内である。特に、別の実施形態の別の特徴と同じまた
は類似の機能を有する１つの実施形態の特徴は、その別の特徴と交換可能であり、別の実
施形態にさらなる機能を追加する１つの実施形態の特徴は、例えば、その別の実施形態に
追加することができる。
【００４８】
（定義）
　この節では、本開示の一部として、本開示で使用される特有の用語が提供される。
【００４９】
　本発明に従う方法は、例えば、コンピュータが実行する方法である。コンピュータ（例
えば、少なくとも１つのコンピュータ）は、例えば、本発明に従う方法の全てのステップ
または幾つかのステップ（すなわち、全てのステップよりも少数のステップ）を実行する
ことができる。コンピュータが実行する方法の一実施形態は、データ処理方法を実行する
ためにコンピュータを使用することである。コンピュータが実行する方法の実施形態は、
コンピュータが実行するデータ処理方法である。コンピュータが実行する方法の実施形態
は、コンピュータが本方法の１つ、複数の、または全てのステップを実行するようなコン
ピュータの動作に関する方法である。
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【００５０】
　コンピュータは、例えば電子工学的及び／または光学的に、データを（工学的に）処理
するために、例えば、少なくとも１つの処理装置（プロセッサ）と例えば少なくとも１つ
の記憶装置（メモリー）とを含んでいる。処理装置は、例えば、半導体である物質または
混合物、例えば少なくとも部分的にｎ型及び／またはｐ型の半導体からなる。この半導体
は、例えばII族、III族、ＩＶ族、Ｖ族、ＶＩ族の半導体材料のうちの少なくとも１つで
あり、例えば（ドープされた）ケイ素及び／またはガリウム・ヒ素である。上述した算出
（計算）ステップは、例えば、コンピュータが実行する。算出（計算）するステップ、ま
たは決定する（特定する、定める、判別する）ステップは、例えば、技術的方法のフレー
ムワーク、例えばプログラムのフレームワーク、においてデータを決定する（特定する、
定める、判別する）ステップである。コンピュータは、例えば、任意の種類のデータ処理
装置であり、例えば電子的データ処理装置である。コンピュータは、例えば、デスクトッ
プ型パーソナルコンピュータ、ノートブック型パーソナルコンピュータ、ネットブック型
パーソナルコンピュータ等の、一般的にコンピュータと見なされる装置であってもよい。
但し、コンピュータは、例えば携帯電話機または埋め込み型プロセッサ等の、任意のプロ
グラム可能な装置であってもよい。
【００５１】
　コンピュータは、例えば、複数の「下位コンピュータ」のシステム（ネットワーク）を
含むものであってもよい。ここで、各下位コンピュータは、それ自体がコンピュータに相
当する。「コンピュータ」という用語は、クラウドコンピュータ、例えばクラウドサーバ
を含む。「クラウドコンピュータ」という用語は、クラウドコンピュータシステムを含む
。クラウドコンピュータシステムは、例えば、少なくとも１つのクラウドコンピュータか
らなるシステムを含み、例えばサーバファームのように、動作可能に相互接続された複数
のクラウドコンピュータを含む。好ましくは、クラウドコンピュータは、ワールドワイド
ウェブ（ＷＷＷ）のような広域ネットワークに接続される。このようなクラウドコンピュ
ータは、全てワールドワイドウェブに接続された複数のコンピュータからなるいわゆるク
ラウド中に存在する。このような基盤構造は、「クラウドコンピューティング」に使用さ
れる。クラウドコンピューティングには、特定のサービスを提供するコンピュータの物理
的位置及び／または構成についてエンドユーザが知る必要のない計算、ソフトウェア、デ
ータのアクセス及びストレージサービスが含まれる。この点において「クラウド」という
用語は、例えば、インターネット（ワールドワイドウェブ）の暗喩として使用される。例
えば、クラウドは、サービスの１つとして計算の基盤構造を提供する（ＩａａＳ）。クラ
ウドコンピュータは、本発明に係る方法を実行するために使用されるオペレーティングシ
ステム及び／またはデータ処理アプリケーションの仮想ホストとして機能するものであっ
てもよい。クラウドコンピュータは、例えば、Ａｍａｚｏｎ Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ（
登録商標）によって提供される Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｃｏｍｐｕｔｅ　Ｃｌｏｕｄ（ＥＣ２
）である。
【００５２】
　コンピュータは、例えば、データの入出力及び／またはアナログ－デジタル変換を実行
するためのインタフェースを含む。このデータは、例えば、物理的特性を表すデータ及び
／または工学的信号から生成されたデータである。工学的信号は、特に、（工学的）検出
装置（例えば、マーカーデバイスを検出するための装置）及び／または（工学的）分析装
置（例えば、画像化の方法を実行する装置）であり、この場合、工学的信号は、例えば、
電気信号または光信号である。工学的信号は、例えば、コンピュータにより受信または出
力されたデータを表す。
【００５３】
　コンピュータは、好ましくは、表示装置に動作可能に結合される。表示装置は、コンピ
ュータによって出力された情報を、例えばユーザに対して、表示することを可能にする。
表示装置の一例は、拡張現実デバイス（拡張現実メガネとも呼ばれる）であり、これをナ
ビゲーションのための「ゴーグル」として使用することができる。このような拡張現実メ
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ガネの特定の例は、グーグル社製のグーグル・グラス（登録商標）である。拡張現実デバ
イスは、ユーザ相互作用による情報のコンピュータへの入力と、コンピュータによって出
力された情報の表示の両方に使用することができる。表示装置の別の例は、標準的なコン
ピュータ用モニターである。このモニターには、例えば、表示装置上に画像情報のコンテ
ンツを表示するために使用される信号を生成するためのコンピュータからの表示制御デー
タを受信するために、コンピュータと動作可能に結合される液晶ディスプレイが含まれる
。このようなコンピュータ用モニターの特定の実施形態は、デジタル・ライトボックスで
ある。モニターは、例えば携帯型の、可搬型のデバイスであってもよく、例えば、スマー
トホン、またはパーソナル・デジタル・アシスタント、または、デジタル・メディア・プ
レーヤーであってもよい。
【００５４】
　本発明のフレームワークにおいて、コンピュータプログラム要素は、ハードウェア及び
／または（ファームウェア、常駐型ソフトウェア、マイクロコード等を含む）ソフトウェ
アによって実現される。本発明のフレームワークにおいて、コンピュータプログラム要素
は、コンピュータプログラム製品の形をとるものであってもよい。コンピュータプログラ
ム製品は、コンピュータが使用可能な、例えばコンピュータが読み取り可能な、データス
トレージ媒体として実現されるものであってもよい。このデータストレージ媒体には、指
令実行システム上でまたは指令実行システムと関連して使用するために、このデータスト
レージ媒体内に具体的に表されている、コンピュータが使用可能な、特にコンピュータが
読み取り可能なプログラム指令、「コード」、または「コンピュータプログラム」が含ま
れる。このような指令実行システムは、コンピュータであってもよい。コンピュータは、
本発明に従うコンピュータプログラム要素及び／またはプログラムを実行するための手段
を含むデータ処理装置、特に、コンピュータプログラム要素を実行するためのデジタルプ
ロセッサ（中央処理装置またはＣＰＵ）を含み、さらに、任意選択で、コンピュータプロ
グラム要素を実行するために使用されるデータ、及び／または、コンピュータプログラム
要素を実行することによって生成されたデータを保存するための揮発性記憶装置（特に、
ランダムアクセスメモリーまたはＲＡＭ）を含むデータ処理装置である。
【００５５】
　本発明のフレームワークにおいて、コンピュータが使用可能な、例えばコンピュータが
読み取り可能な、データストレージ媒体は、指令実行システム、指令実行装置、または指
令実行デバイス上で、または、これらのシステム、装置、デバイスと関連して使用するた
めのプログラムについて、それを含む、それを保存する、それと通信する、それを伝搬さ
せる、またはそれを輸送することが可能な任意のデータストレージ媒体とすることができ
る。コンピュータが使用可能な、例えばコンピュータが読み取り可能な、データストレー
ジ媒体は、例えば、電子的、磁気的、光学的、電磁的、赤外線、または半導体のシステム
、装置、またはデバイスであってもよく、もしくは、例えばインターネットのような伝搬
媒体であってもよいが、これらに限定されるものではない。コンピュータが使用可能なま
たはコンピュータが読み取り可能なデータストレージ媒体は、プログラムが印刷された紙
または他の適切な媒体ですらあってもよい。それは、例えば、紙または他の適切な媒体を
光学的にスキャンすることによりプログラムを電子的に取り込み、次いで、適切な手段に
よりコンパイル、インタープリット、または、他の処理をすることが可能であるからであ
る。好ましくは、データストレージ媒体は、不揮発性のデータストレージ媒体である。
【００５６】
　本明細書に記載されたコンピュータプログラム製品、並びに、任意のソフトウェア及び
／またはハードウェアは、例示的な実施形態において、本発明の機能を実施するための様
々な形をとるものである。コンピュータ及び／またはデータ処理装置は、特に、ガイダン
ス情報を出力するための手段を含むガイダンス情報装置を含むものであってもよい。ガイ
ダンス情報は、例えば、視覚的指示手段（例えば、モニター及び／またはランプ）による
視覚的な方法、及び／または、聴覚的指示手段（例えば、スピーカー及び／またはデジタ
ル音声出力装置）による聴覚的な方法、及び／または、触覚的指示手段（例えば、振動要
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素または機器に組み込まれた振動要素）による触覚的な方法により、例えばユーザに対し
て、出力されるものであってもよい。本明細の目的に対して、コンピュータは工学的コン
ピュータであり、例えば工学的な（例えば触知可能な）構成要素、例えば機械的な構成要
素、及び／または、電子的な構成要素を含むものである。本明細書にこのように記載され
た任意の装置は、工学的かつ例えば触知可能な装置である。
【００５７】
　「データの取得」という語句には、例えば、（コンピュータが実行する方法のフレーム
ワークにおいて）コンピュータが実行する方法またはプログラムによってデータが決定さ
れることが含まれる。データの決定には、例えば、物理量を測定し、その測定値を、例え
ばデジタルデータのような、データに変換すること、及び／または、そのデータをコンピ
ュータにより計算すること、特に、本発明に従う方法のフレームワークにおいてデータを
計算することが含まれる。例えば、「データの取得」の意味には、コンピュータが実行す
る方法またはプログラムが、例えば別のプログラム、該方法の先行するステップ、または
データストレージ媒体からのデータを、例えばコンピュータが実行する方法またはプログ
ラムによる後の処理のために、受け取ることまたは取り出すことも含まれる。したがって
、「データの取得」は、例えば、データを受け取るために待機すること及び／またはその
データを受け取ることを意味する場合もある。受け取られたデータは、例えば、インタフ
ェースを介して入力されるものであってもよい。「データの取得」は、コンピュータが実
行する方法またはプログラムが、例えばデータストレージ媒体（例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ
、データベース、ハードドライブ等）のようなデータ源から、または（例えば、別のコン
ピュータまたはネットワークから）インタフェースを介して、データを（能動的に）受け
取るまたは取り出すためのステップを実行することを意味する場合もある。データは、取
得ステップに先行する追加のステップを実行することによって、「使用のために準備され
る」ものであってもよい。データは、この追加のステップに従って、取得されるために生
成されるものであってもよい。例えば、データは、（例えば、分析装置によって）検出ま
たはキャプチャーされるものであってもよい。
【００５８】
　その代わりに、または、それに追加して、データは、追加のステップに従って、例えば
インタフェースを介して入力されるものである。例えば、生成されたデータは、（例えば
コンピュータに）入力されるものであってもよい。データは、（取得ステップに先行する
）追加のステップに従って、本発明に従う方法またはプログラムのフレームワークにおい
てそのデータが利用可能となるようにデータストレージ媒体（例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ、
ＣＤ、及び／または、ハードドライブ）にデータを保存する追加のステップを実行するこ
とにより、準備されるものであってもよい。したがって、「データの取得」には、取得さ
れるべきデータを取得するように及び／または準備するように、装置に指令することも含
まれ得る。
【００５９】
　特に、取得ステップには、侵襲的手順は含まれない。この侵襲的手順は、身体に対する
実質的な物理的干渉を意味し、医療の専門家によって実施されることを要するともともに
、必要とされる専門的配慮と技能をもって実施された場合でも、健康に対する実質的な危
険性を伴うものである。特に、データを取得すること、例えばデータを決定することには
、外科的処置は含まれておらず、かつ、特に、人間または動物の身体を手術または治療を
用いて処置するステップは含まれていない。本発明に係る方法によって使用される様々な
データを区別するために、データは、「ＸＹデータ」等のように記載（または、参照）さ
れ、このデータが記述する情報（好ましくは、「ＸＹ情報」等と呼ばれる）の観点から定
義される。
【００６０】
　医学分野において、撮像法（撮像モダリティ及び／または医療撮像モダリティとも呼ば
れる）は、人の身体の解剖学的構造物（例えば、柔組織、骨、臓器等）の画像データ（例
えば、二次元画像データまたは三次元画像データ）を生成するために使用される。「医療



(16) JP 6675495 B2 2020.4.1

10

20

30

40

50

撮像法」という用語は、（有利には装置に基づく）撮像法（所謂、医療撮像モダリティ及
び／または放射線撮像法）を意味するものとして理解されている。それらは、例えば、コ
ンピュータトモグラフィー（ＣＴ）及びコーンビーム・コンピュータトモグラフィー（Ｃ
ＢＣＴ、例えばボリューメトリックＣＢＣＴ）、Ｘ線トモグラフィー、磁気共鳴トモグラ
フィー（ＭＲＴまたはＭＲＩ）、従来のＸ線、ソノグラフィー及び／または超音波検査、
並びに、陽電子放出トモグラフィーである。例えば、医療撮像法は、分析装置によって実
行される。医療撮像法に適用される医療撮像モダリティの例は、Ｗｉｋｉｐｅｄｉａで言
及されているように、Ｘ線撮像法、磁気共鳴撮像法、医療用超音波診断法または超音波内
視鏡検査法、弾性率測定法、触覚イメージング、サーモグラフィー、医療撮影、及び、陽
電子放出トモグラフィー（ＰＥＴ）及び単一光子放射トモグラフィー（ＳＰＥＣＴ）のよ
うな核医学機能イメージングである。
【００６１】
　このようにして生成された画像データは、「医療画像データ」とも呼ばれる。分析装置
は、例えば、装置に基づく撮像法において、画像データを生成するために使用される。撮
像法は、特に医療診断のために使用され、画像データによって記述される画像を生成する
ために解剖学的身体を分析するものである。撮像法は、特に、人の身体中の病変を検出す
るために使用される。しかし、解剖学的構造物中の変化（例えば、構造物（組織）中の病
変）の幾つかは、検出可能ではない可能性があり、したがって、撮像法によって生成され
た画像中で視認できない可能性がある。例えば、腫瘍は、解剖学的構造中の病変の例に相
当する。腫瘍が成長すると、膨張した解剖学的構造物を示すといわれる。この膨張した解
剖学的構造物は、検出可能ではない（例えば、膨張した解剖学的構造物の一部のみが検出
可能である）可能性がある。例えば、原発脳腫瘍または悪性度の高い脳腫瘍は、造影剤が
腫瘍に浸透するように使用された場合、通常、ＭＲＩ走査で見ることができる。ＭＲＩ走
査は、撮像法の一例に相当する。このような脳腫瘍のＭＲＩ走査の場合、ＭＲＩ画像中の
（造影剤が腫瘍に浸透したことによる）信号強調部が、固形腫瘍塊を示すものと考えられ
る。したがって、この腫瘍は検出可能であり、特に、撮像法によって生成された画像で識
別可能である。これらの「増感」腫瘍と呼ばれる腫瘍に加えて、脳腫瘍の約１０％は走査
で識別可能ではなく、例えば、撮像法によって生成された画像でユーザが見た時に視認可
能ではないと考えられている。
【００６２】
　画像融合は、弾性画像融合または剛体画像融合であり得る。剛体画像融合の場合、二次
元画像のピクセル及び／または三次元画像のボクセル間の相対位置は固定されている。一
方、弾性画像融合の場合、相対位置は変化することができる。
【００６３】
　本出願において、「弾性画像融合」という用語の代わりに、「画像モーフィング（imag
e morphing）」という用語も使用されるが、両者は同じ意味である。
【００６４】
　弾性画像変換（例えば、弾性画像融合の変換）は、例えば、１つのデータセット（例え
ば、例えば第１の画像のような、第１のデータセット）から別のデータセット（例えば、
例えば第２の画像のような、第２のデータセット）への継ぎ目のない遷移が可能となるよ
うに設計される。この変換は、例えば、第１及び第２のデータセット（画像）のうちの一
方が、例えば第１及び第２の画像のうちの他方における同じ場所に対応する構造物（例え
ば、対応する画像要素）が配置されるように、変形されるものである。第１及び第２の画
像のうちの一方から変換された変形（変換）画像は、例えば、第１及び第２の画像のうち
の他方と可能な限り類似する。好ましくは、最適な類似度が得られる変換を見つけるため
に、（数値的）最適化アルゴリズムが適用される。この類似度は、好ましくは、類似性の
尺度（以下では、「類似尺度」ともいう）によって測られる。
【００６５】
　最適化アルゴリズムのパラメータは、通常、最適化パラメータとなるパラメータについ
ての２つのステップの間の変化量を決定する。これらそれぞれのステップの結果は、例え
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ば、変形場のベクトルである。この変形場を画像データに適用することによって、２つの
画像の間の類似性が決定される。これらのベクトルは、最適化アルゴリズムによって最大
の類似度が生じるように決定される。したがって、最大の類似度は、最適化アルゴリズム
に対する条件、特に拘束条件を表す。ベクトルの後端は、例えば変換される第１及び第２
の画像のうちの一方のボクセル位置にあり、ベクトルの先端は、変換された画像の対応す
るボクセル位置にある。好ましくは、これらの複数のベクトルは、例えば画像から全ての
データ点に対して準備される。好ましくは、変換（変形）に対する（他の）複数の拘束条
件があり、これは、例えば、異常な変換（例えば、全てのボクセルが同じ位置に移動する
ような変換）を回避するためである。これらの拘束条件には、例えば、変換が正則である
という条件が含まれる。この拘束条件は、例えば、変形場（例えば、ベクトル場）の行列
から計算されるヤコビ行列式が、ゼロよりも大きいことを意味する。また、これらの拘束
条件には、変換（変形）された画像が自己交差しないという条件も含まれる。また、拘束
条件には、例えば、画像と同時にかつ対応する態様で構造格子が変換される場合、構造格
子が、そのどの位置でも折り重ならないという条件が含まれる。
【００６６】
　最適化問題は、例えば、反復により解かれる。この反復は、例えば最適化アルゴリズム
、例えば一階の最適化アルゴリズムによって実行される。一階の最適化アルゴリズムは、
例えば勾配降下アルゴリズムである。最適化アルゴリズムの他の例には、滑降シンプレッ
クスアルゴリズムのような、微分を使用しない最適化アルゴリズム、または、広義ニュー
トン法に基づくアルゴリズムのような、高階の微分を使用するアルゴリズムが含まれる。
最適化アルゴリズムは、好ましくは、局所的最適化を実行するものである。但し、複数の
局所最適解が存在する場合、例えばシミュレーテッド・アニーリングまたは遺伝的アルゴ
リズムのような大域的アルゴリズムを使用するものであってもよい。線形最適化問題の場
合には、例えばシンプレックス法を使用することができる。
【００６７】
　最適化アルゴリズムの各ステップにおいて、ボクセルは、例えば、特定の方向に特定の
大きさで、類似度が増大するように移動される。この大きさは、好ましくは、所定の限界
値よりも小さく（例えば、画像の直径の１／１０、または１／１００、または１／１００
０よりも小さい）、また、例えば、隣接するボクセル間の距離に略等しいかまたはそれよ
りも小さいものである。大きな変形は、例えば（反復の）ステップ数を増大させることに
より実行することができる。
【００６８】
　決定された弾性融合変換は、例えば、第１のデータセット（第１の画像）と第２のデー
タセット（第２の画像）との間の類似度（または類似尺度。上記参照）を決定するために
使用され得る。この目的のため、弾性融合変換の偏差及び恒等変換が決定される。偏差の
程度は、例えば、弾性融合変換と恒等変換の行列式の差を決定することによって算出され
る。偏差が大きくなると、類似度が低下する。したがって、偏差の程度は、類似度を決定
するために使用することができる。
【００６９】
　類似度は、例えば、第１のデータセットと第２のデータセットとの間の決定された相関
に基づいて決定されるものであってもよい。
【００７０】
　好ましくは、解剖学的身体部位の一般的な三次元形状を記述する（例えば「定義する」
、より具体的には「表す」及び／または「である」）地図データが取得される。したがっ
て、この地図データは、解剖学的部位の地図を表す。地図は、典型的には、複数のオブジ
ェクトの一般モデルからなる。複数のオブジェクトの一般モデルは、全体として複雑な構
造を構成する。例えば、地図は、複数の人体から（例えば、このような人体の画像を含む
医療画像データから）収集された解剖学的情報から生成された、患者の身体（例えば、身
体部位）の統計モデルを構成する。したがって、原理的には、地図データは、複数の人体
の医療画像データの統計分析の結果を表す。この結果は、画像として出力されるものであ
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ってもよく、この場合、地図データは、医療画像データを含むか、または医療画像データ
と比較可能である。このような比較は、例えば、地図データと医療画像データとの間の画
像融合を行う画像融合アルゴリズムを適用することによって実施することができる。この
比較の結果は、地図データと医療画像データの類似尺度であってもよい。
【００７１】
　地図データは、例えば、弾性画像融合アルゴリズムまたは剛体画像融合アルゴリズムを
適用することによって、例えば医療画像データに含まれる位置情報と照合可能な位置情報
を含む。これによって、例えば、地図データによって定義される解剖学的構造物に対応す
る解剖学的構造物の医療画像データ中の位置を決定するために、地図データが医療データ
と比較される。
【００７２】
　その解剖学的構造が地図データを生成するための入力として用いられる複数の人体は、
有利には、例えば性別、年齢、民族、身体寸法（例えば、大きさ及び／または質量）、及
び病態のうちの少なくとも１つのような共通の特徴を共有しているものである。解剖学的
情報は、例えば人体の解剖学的構造を記述するものであり、例えば人体に関する医療画像
情報から抽出される。例えば、大腿骨の地図は、大腿骨頭、大腿骨頚、大腿骨体、大転子
、小転子、及び遠位端をオブジェクトとして含み、これらの全体で完全な構造が構成され
る。脳の地図は、例えば、終脳、小脳、間脳、脳橋、中脳、及び延髄をオブジェクトとし
て含み、これらの全体で複雑な構造を構成する。このような地図の１つの応用例は、医療
画像の区画化（セグメンテーション）である。区画化において、画像データの点（ピクセ
ルまたはボクセル）に照合された地図のオブジェクトを割り当て、それによって画像デー
タを複数のオブジェクトに区画化するために、地図は医療画像と照合され、画像データが
照合された地図と比較される。
【００７３】
　以下に、本発明の特定の実施形態を表す添付図面を参照して、本発明が説明される。但
し、本発明の範囲は、図面に開示される特定の特徴によって限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】図１は、第１の態様に従って、開示される方法の基本的なステップを示すフロー
チャートである。
【図２】図２は、配向マーカーを備える指向性ＤＢＳ電極を示す図である。
【図３】図３は、第１の態様に従って、開示される方法の実施形態を示す図である。
【図４】図４は、二次元医療画像から電極の回転配向を決定する特定の方法を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００７５】
　図１は、第１の態様に従って、開示される方法の基本的なステップを示すフローチャー
トである。図１に示す例は、回転画像データを取得するステップＳ１．１から開始する。
次のステップＳ１．２では、回転配向データが決定される。次いで、ステップＳ１．３で
は、断層画像データを取得し、次いで、ステップＳ１．４は、先行するステップＳ１．１
からＳ１．３で取得及び決定されたデータに基づいて、電極の配向データを決定すること
を含む。
【００７６】
　図２には、指向性ＤＢＳ電極１（リードとも呼ばれる）が示されている。指向性ＤＢＳ
電極１は、円筒形の長尺の本体を含み、この本体上にコンタクト２が配置される。コンタ
クト２は、指向性コンタクト８を含む。指向性コンタクト８は、本体の全周にわたって延
びてはおらず、周囲の３６０°よりも小さい範囲の三次元区域内のみに電界を放射するよ
うに構成されている。図２の例では、指向性コンタクト８のそれぞれは、少なくとも実質
的に周囲の約６０°を覆い、指向性コンタクト８間のスペースを形成するスリット７によ
って互いに分けられている。このスペースは、空虚であってもよく、または非導電性の材



(19) JP 6675495 B2 2020.4.1

10

20

30

40

50

料（例えば、電極１の本体を形成する材料）で充填されていてもよい。スリット７は、電
極１の本体の長手軸に平行に延び、したがって、電極１の基本的な形を構成する円筒形の
母線上に存在する。
【００７７】
　電極１は、配向マーカー３も含んでいる。配向マーカー３は、第１部分５及び第２部分
４を有するマーカーバンド部と、マーカーウィンドウ部５を含む。配向マーカーの回転配
向は、電極１の本体の外部方向を指し、かつ第１部分５の中央部の表面に対して直交する
ように向き付けられたベクトルによって定められる。すなわち、このベクトルは、第１部
分５の鏡映対称面中に存在する点にその基部を有し、この鏡映対称面には、電極の本体の
長手軸も存在する。マーカーバンド部は、白金（Ｐｔ）または少なくとも白金（Ｐｔ）を
含む材料（例えば、合金）からなり、マーカーウィンドウ部５よりも放射線不透過性が高
い。一例において、マーカーバンド部は、電極１の本体よりも放射線不透過性が高い。二
次元医療画像のうち、最適な二次元医療画像は、第１部分５の描像（画像の外見）が最も
薄い、すなわち画像要素（例えば、ピクセル）の数が最小であることによって定義される
、放射線画像である。
【００７８】
　図３に示すように、回転画像データは、患者の身体内の解剖学的構造物を、Ｃアーム形
Ｘ線装置を使用して撮像することによって取得されるものであってもよい。次いで、例え
ば二次元医療画像にセグメント化アルゴリズムを適用することによって、二次元医療画像
（二次元Ｘ線画像／放射線画像）から電極（リード）１の描像が抽出される。図３の下側
左角のボックスにおいて、右端の二次元画像は、マーカーバンド部の第１部分５の最も薄
い描像を含むため、この画像が最適な二次元医療画像として選択される。このボックス内
の矢印によって示されるように、電極１の回転配向（及び、したがってマーカー３の配向
）は、右端の二次元医療画像の画像平面内に存在し、かつこの画像の右下を指す向きとし
て決定される。
【００７９】
　図３に示すように、断層画像データまたは変換後外見データに対応する三次元画像も取
得される。断層画像データは、ＣＴによって生成されるものであってもよく、または、二
次元Ｘ線画像からの三次元画像の再構築によって生成されるものであってもよい。その代
わりに若しくはそれに加えて、三次元画像は、ＣＴの外見に変換されたＭＲ断層画像に基
づいて取得され、それによって、三次元画像データセットである変換後外見データが生成
されるものであってもよい。ＭＲ断層画像の変換は、断層画像データを統合するとともに
、マルチモーダル地図データを取得し、地図データとＭＲ断層画像との間の照合を実行す
ることによって、ＣＴのグレイスケール値に変換される。この照合は、図３では、ユニバ
ーサル地図照合と呼ばれている。組織に依存するＭＲのグレイスケール値と、地図に含ま
れる組織に依存するＣＴのグレイスケール値との間の対応に基づいて、ＭＲ断層画像のグ
レイスケール値を、（例えば、ボクセル毎に）対応するＣＴ画像のグレイスケール値に交
換することによって、ＭＲ断層画像からＣＴ（コンピュータＸ線断層画像）がシミュレー
トされる。
【００８０】
　三次元画像から、ＤＲＲ（Digitally　Reconstructed　Radiographs：デジタル処理に
より再構築された放射線画像）が生成される。一例において、最適な二次元医療画像に関
連する視点に対応する解剖学的構造物に向かう視点から、１つのＤＲＲが生成される。別
の例では、二次元画像が取得及び生成された全ての視点に関して複数のＤＲＲが生成され
る。次いで、最適な二次元医療画像に最も良く一致するＤＲＲが、さらなる処理用として
選択される。二次元画像の参照系と１つまたは複数のＤＲＲとの間の変換（図３では、二
次元－三次元の位置合わせと呼ばれている）が、例えば、画像データセットを別の画像デ
ータセットに融合することによって、確立される。この変換に基づいて、二次元Ｘ線画像
の参照系における電極の回転配向を、二次元Ｘ線画像の生成に関連する（すなわち、生成
したときに使用された）解剖学的構造物に対する撮像の視点の知識に基づき、決定するこ



(20) JP 6675495 B2 2020.4.1

10

20

30

40

50

とができる。
【００８１】
　次いで、二次元－三次元の位置合わせを適用することによって。回転配向を、二次元Ｘ
線画像の参照系から１つのＤＲＲまたは複数のＤＲＲの参照系へ変換することができる。
次いで、図４に示すように、１つのＤＲＲまたは複数のＤＲＲの生成のために使用された
撮像視点の知識に基づいて、三次元画像の参照系における電極の回転配向を決定すること
ができる。次いで、例えば、三次元画像の参照系において、決定された回転配向を、例え
ば電極の既定の（例えば、所望の）回転配向と比較することができる。決定された回転配
向が、少なくとも、既定の回転配向に略等しい既定の距離の範囲内にある場合、希望通り
に想定された医療処置を開始することができる。決定された回転配向が、少なくとも、既
定の回転配向に略等しい既定の距離の範囲内にない場合、電極の回転配向は、既定の回転
配向との一致が見出されるまで調整されるものであってもよい。
【００８２】
　図４に示すように、指向性コンタクト８の間のスリット７は、例えば、二次元医療画像
の配向マーカーの外見に関する解析から受け取った結果を検証するために、回転配向の決
定の支援用として使用されるものであってもよい。図４の右側部分には、二次元医療画像
を生成するために使用されたＸ線が、有限の確率でスリット７を通過することが可能なら
ば、指向性コンタクト８を構成する材料は、スリット７を構成する材料またはスリット７
に充填される材料とは、放射線非透過性が異なるため、二次元医療画像中に対応するマー
クが生成されることが示されている。例えば、２つのスリット７を通過するＸ線は、指向
性コンタクト８の画像の外見と比較して、半透明性を示すマークを生成する。これによっ
て、配向マーカーの画像の外見から決定された回転配向が有効か否かについて、図１及び
図４の例において約６０°の精度を備えた追加の指標を受け取ることができる。
【００８３】
　開示される方法は、さらに以下のように要約することができる。
【００８４】
　本方法は、患者の頭部のような解剖学的構造物の回りを回転する間に、Ｘ線システムに
よって撮像された画像を使用する。任意の断層スキャナーからの頭部の三次元（ボリュー
メトリック）画像が使用されるものであってもよい。さらに、二次元Ｘ線画像を三次元画
像に位置合わせするためのアルゴリズムが使用される。別のアルゴリズムが、二次元Ｘ線
画像中の１つまたは複数のリードを検出し、リードの配向マーカーの画像平面に対する（
すなわり、二次元Ｘ線画像の参照系に対する）角度を定める。この角度情報は、位置合わ
せによって、二次元画像空間から三次元（解剖学的）空間に写像して戻される。コンピュ
ータシステムは、算出された位置合わせを尺度として任意の二次元Ｘ線画像上に合成され
た三次元画像のシミュレートされた投影を表示することが可能である。
【００８５】
　次のような幾つかの実施形態が考えられる。
・１つのＸ線、２つのＸ線、または複数の（回転型の）Ｘ線を使用して作業する。使用さ
れる画像の数が増えるほど、角度の決定のロバスト性が向上する。
・三次元画像として標準的なＣＴを使用する。それらは、ハンスフィールド値に較正され
る。デジタル処理により再構築された放射線画像（ＤＤＲ）は、最初から計算することが
できる。
・Ｘ線スキャナーから直接再構築されたＣＴを三次元画像として使用する。この場合、追
加のスキャンの必要はない。ハンスフィールド値への再較正が必要な場合があり、それは
、ユニバーサル地図を使用して実行することができる。
・事前動作させたＭＲＩを三次元画像として使用する。この場合、この画像は事前処理を
要し、対応するＣＴ描像のハウスフィールド値に変換する必要がある。これは、ユニバー
サル地図を使用して実行することができる。
・デジタル処理により再構築された放射線画像（ＤＤＲ）の計算は、グラフィックスカー
ドで実行することができる。
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・指向性リードは、区分化されたコンタクトの間にスリットを有し、それらは特定の角度
のＸ線で可視化される。これは、角度の精度を改善するために、追加的に使用することが
できる。
・リードは、アルゴリズムによって、Ｘ線画像または三次元画像においてセグメント化さ
れ得る。
・マーカーの回転配向は、テンプレート照合または機械学習により見出すことができる。
・二次元Ｘ線画像のカメラのパラメータ（例えば、撮像視点）は、Ｘ線画像情報とともに
及び／またはＸ線画像情報に関連付けられて保存されたＤＩＣＯＭ情報から取得されるも
のであってもよい。
・Ｘ線のカメラのパラメータは、ＤＩＣＯＭから利用可能ではない場合、例えば二次元画
像におけるリードの幾何学的特徴から、推定される。
【００８６】
　回転配向に加えて、例えば、電極の少なくとも一部の画像の外見の電極テンプレートデ
ータとの比較に基づいて、リードの種類（製造業者、モデル）もＸ線で検出することがで
きる。
【００８７】
　開示された方法は、ＤＢＳリードの配向についての情報を、二次元画像から三次元の解
剖学的構造に迅速かつトレーサブルに移行することを目的とする。この方法が迅速なのは
、システムが、二次元座標と三次元座標の位置合わせを可能にする自動アルゴリズムを含
むからである。これがなければ、面倒なステップ（例えば、二次元画像と三次元画像を照
合するために、シフト／回転／ズーム／焦点距離といった幾つかの自由度を手動で採用す
る）をユーザの手動により実行する必要がある。さらに、二次元－三次元の位置合わせに
よって、最終的な角度の割り当てを、ユーザにとってトレーサブルなものとすることがで
きる。ユーザは、算出された角度が、二次元画像と三次元画像の両方に関して妥当である
ことを、直ちに検証することができる。
【図１】 【図２】
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